
第１回北名古屋水道企業団水道料金審議会 次第 

 

日時：令和６年１０月１６日（水） 

午後２時００分～      

場所：北名古屋水道企業団     

２階大会議室        

 

開  会 

 

１ 企業長あいさつ 

 

 

２ 委嘱状の交付 

 

 

３ 委員・事務局自己紹介 

 

 

４ 会長・副会長の選出 

 

 

５ 会長・副会長あいさつ 

 

 

６ 諮問 

 

 

７ 議題 

 

 

８ その他 



委員９名

団 体 等 名 役 職 等 氏　　名

1 　中京大学 　准教授 齊藤　由里恵

2 　名古屋大学 　准教授 平山　修久

3 　北名古屋市議会 　議員 清水　晃治

4 　豊山町議会 　議員 作野　桂子

5 　北名古屋市社会福祉協議会 　会長 竹谷　久美子

6 　北名古屋市商工会 　青年部部長 沖野　恭也

7 　北名古屋市老人クラブ連合会 　会長 長瀬　一雄

8 　豊山町老人クラブ連合会 　会長 浅井　惠子

9 　豊山町商工会 　工業部部長 坂田　和徳

事務局９名

氏　　名

鈴木　尚

鈴木　達也

大野　温司

秦野　忠相

河邉　雅弘

稲場　英二

井上　陽介

柴田　貴光

奥村　研太

北名古屋水道企業団水道料金審議会名簿

職　　　　名

　企業長

　事務局長

　事務局次長兼総務課長

　総務課企画財務担当主任

　工務課長

　料金課長

　総務課主幹

　総務課企画財務担当総括主査

　総務課企画財務担当主査



6北水企総第157号

令和6年10月16日

北名古屋水道企業団水道料金審議会会長 様

北名古屋水道企業団

企業長 鈴 木 邦

適正な水道料金のあり方について（諮問）

このことについて、北名古屋水道企業団水道料金審議会の設置及び運営に関する条例

（令和6年条例第1号）第3条の規定に基づき、下記の事項について諮問します。

記

l 諮問事項

適正な水道料金のあり方について

2 諮問理由

本企業団は、昭和44年10月に西春日井郡東部水道企業団として発足し、当時の

師勝町、西春町、豊山村･を給水区域とし水道事業を開始しました。平成18年に師勝

町と西春町が合併し北名古屋市が誕生したことから、名称を北名古屋水道企業団へと

変更し、令和6年3月末現在、給水人口99，152人の地域住民の皆様に対し水道

水を供給するための事業を運営しております。

水道事業は､地域住民の生活や社会経済活動に欠くことのできない重要な役割を果

たしており、将来にわたって安心で安全な水道水の供給を持続していくことは、水道

事業者に課せられた使命となっています。

しかし、近年は、人口減少や節水型社会による料金収入の増加が見込めないなか、

施設の老朽化への対応や南海トラフ巨大地震､風水害等の自然災害に備えた施設の強

靭化など、今後益々の投資費用の増加が見込まれ、運営基盤をこれまで以上に強化し

ていかなければ対処できない課題が山積している状況です。

つきましては、このような厳しい状況においても将来にわたり「安全」で「強

靭」かつ「持続」可能な事業経営を図るため、今後の適正な水道料金のあり方につ

いて、貴審議会のご意見を求めたく、ここに諮問します。



北名古屋水道企業団水道料金審議会の設置及び運営に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づき、審議会の設置及び運営に関する必要な事項を定めるものとす

る。 

（設置） 

第２条 北名古屋水道企業団に、北名古屋水道企業団水道料金審議会（以下、「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道料金に関する重要事項を審議する。 

（委員） 

第４条 審議会は、委員９名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 企業団構成市町の議会議員 

(3) 公共的団体等の役員又は職員 

３ 委員は、当該諮問に係る答申を終えたときは、解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、総務課において処理する。 



（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、企業長が定め

る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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２１



2023年度
（令和5年度）

2042年度
（令和24年度）

重要給水施設配水管耐震管率 33.9％ 100.0％

耐震管到達施設率 0.0％ 100.0％

２２



２３

2023年度
（令和5年度）

2042年度
（令和24年度）

基幹管路の耐震管率 14.8％ 55.5％

基幹管路の耐震適合率 18.7％（参考値） 59.4％（参考値）

500



２４

2022年度
（令和４年度）

北名古屋水道企業団 14.7％

県内事業体平均 35.5％

2022年度
（令和４年度）

北名古屋水道企業団 36.1％

県内事業体平均 23.8％



２５



２６

メーター口径 基本料金 水量範囲
従量料金
1㎥につき

13mm 600円 1～ 10㎥ 70円

20mm 1,800円 11～ 30㎥ 130円

25mm 3,400円 31～ 50㎥ 180円

30mm 5,400円 51～100㎥ 220円

40mm 9,700円 101㎥ 以 上 250円

50mm 18,300円

75mm 37,400円

100mm 64,000円

150mm 147,000円



２７


